「丸亀市インターネット上の誹謗中傷等の防止及び被害者支援に関する条例」（素案）に対する
パブリックコメントの結果について

１．パブリックコメントの概要
　意見提出期間　　令和7年8月1日（金）～9月1日（月）
　意見提出者数　　１人（持参１通）
　意見提出件数　　１件

２　意見の概要と市の考え方　
	№
	意見の概要
	市の考え方

	１
	大人向け、子ども向けの啓発をしっかりと行ってほしい。
	啓発は非常に重要だと考えているため、チラシやホームページの活用、大人向けの研修会開催などを様々な場面で周知し、実施していきます。また、子どもに対しても、教育委員会や各学校と連携しながらインターネットリテラシーを身につけられるよう取り組んでいきます。



